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千曲市体育施設条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千曲市体育施設条例（平成15年千曲市条例第121号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用の手続） 

第２条 体育施設を利用しようとする者は、体育施設利用許可・使用料等減免申請書（様

式第１号）を利用しようとする日前３月から利用する日までに市長に届け出るものとす

る。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず個人が体育施設を利用しようとするときは、体育施設個人利

用券（様式第２号）又は年間利用券（様式第２号の２）によるものとする。 

（利用の許可） 

第３条 市長は、前条第１項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則

（平成28年千曲市規則第20号）第14条の規定による申請について許可を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により許可をしたときは、体育施設利用許可書（様式第３号）を

利用者に交付する。 

（使用料等の減免） 

第４条 条例第10条の規定による使用料及び第16条の規定による利用料金の減免の減免す

る範囲並びに減免率は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 本市が利用するとき 100分の100 

(2) 国、県又は他の地方公共団体が体育の用に利用する場合で、市又は千曲市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）が共催する場合 100分の100。ただし、冷暖房

設備の使用料は、減免の対象としない。 

(3) 市内の小中学校又は保育所が体育の用に利用するとき 100分の100。ただし、冷

暖房設備の使用料は、減免の対象としない。 

(4) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用する場合で、市又は教

育委員会が共催する場合 100分の100。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象

としない。 

(5) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用するとき 100分の50。



ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。 

(6) 市内の高齢者（65歳以上）又は障害者（身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。）が体育の用に利用するとき 100分

の50。ただし、冷暖房設備の使用料は、減免の対象としない。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定め

る率 

２ 前項の減免を受けようとする者は、体育施設利用許可・使用料減免申請書（様式第１

号）を市長に提出しなければならない。 

（利用の取消し等の申請） 

第５条 条例第３条の規定により利用の許可を受けた者が利用を取り消し、又は、利用の

内容を変更しようとするときは、市長に申請して許可を受けなければならない。この場

合において、申出の方法は、前条の規定を準用する。 

（指定管理者による管理） 

第６条 条例第13条の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における

第２条から前条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２条 市長 指定管理者 

様式第１号 様式第１号に準じて指定管理者が

別に定める様式 

様式第２号 様式第２号に準じて指定管理者が

別に定める様式 

様式第２号の２ 様式第２号の２に準じて指定管理

者が別に定める様式 

第３条 市長 指定管理者 

様式第３号 様式第３号に準じて指定管理者が

別に定める様式 

第４条 市長 指定管理者 



 様式第１号 様式第１号に準じて指定管理者が

別に定める様式 

第５条 市長 指定管理者 

２ 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、指定体育施設

のうち更埴体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務は除くものとする。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市体育施設条例施行規則（平成15年

千曲市教育委員会規則第35号。次項において「旧規則」という。）の規定によりなされ

た決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日

以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。 



様式第１号(第２条、第４条関係) 

受付番号 受付年月日 

    

体育施設利用許可申請書・使用料等減免申請書 

 ※太枠に囲まれた部分に必要な事項を記入の上、提出してください。 

    年  月  日 

(宛先)       

 

 次のとおり利用許可及び使用料

の減免を申請します。 

申

請

者 

住所 

団体名 ※登録番号 

利用責任者 連絡先 

利用目的   

利用施設 

利用施設名 利用面積 

    

    

    

    

利用期日       年  月 ・ ・ ・ ・ ・ 日 

利用時間 ：      ～      ： 

利用人員       人 

※共催・後援 有 無 入 場 料 有 無 営 利 有 無   

使用料 

区 分 金額×時間 減免率 
 減免後の使用料

計 
減免の理由 

基本料金   ／100   

規則第４条

第 号該当 
電灯料   ／100   

器具等   ／100   

 上記により許可・減免してよろしいでしょうか。 処 理 

年 月 日 係 係 長 課 長 
許 可 書

発 行 

納 付 書

発 行 
台 帳 記 入 

              



様式第２号（第２条関係） 

No.    

 

体育施設個人利用券 

(申請書兼許可書) 

 

アリーナ・柔道場・剣道場 

テニスコート・弓道場 

一 般  300 円 

中学生以下 70 円 

午前・午後 時 分から３時間 

 

戸倉体育館トレーニング室 

一 般  310 円 

中学生以下 150 円 

 

     年  月  日 

         

No.    

 

体育施設個人利用券 

(申請書兼許可書) 

 

アリーナ・柔道場・剣道場 

テニスコート・弓道場 

一 般  300 円 

中学生以下 70 円 

午前・午後 時 分から３時間 

 

戸倉体育館トレーニング室 

一 般  310 円 

中学生以下 150 円 

 

     年  月  日 

         

 



様式第２号の２(第２条関係) 

 

  

  

  

写

真 

No.    

 

テニスコート年間利用券 

(申請書兼許可書) 

      一 般(電灯料別途) 

             中学生以下 
 

有効期間   年  月  日 ～  年  月  日 
 

住所                      

 

氏名                      

 

  

  

  

写

真 

No.    

 

千曲市弓道場年間利用券 

(申請書兼許可書) 

 

有効期間   年  月  日 ～  年  月  日 

 

 住所                      

 

 氏名                      

 

  

  

  

写

真 

No.    

 

大田原マレットゴルフ年間利用券 

(申請書兼許可書) 

 

有効期間   年  月  日 ～  年  月  日 

 

 住所                      

    

氏名                      

 



様式第３号(第３条関係) 

受付番号 受付年月日 

    

体育施設利用許可書 

    年  月  日 

 

 次のとおり利用許可を決定しま

す。 

 

              

申

請

者 

住所 

団体名 ※登録番号 

利用責任者 連絡先 

利用目的   

利用施設 

利用施設名 利用面積 

    

    

    

    

利用期日       年  月 ・ ・ ・ ・ ・ 日 

利用時間 ：      ～      ： 

利用人員       人 

※共催・後援 有 無 入 場 料 有 無 営 利 有 無   

使用料 

区 分 金額×時間 減免率 
 減免後の使用料

計 
減免の理由 

基本料金   ／100   

規則第４条

第 号該当 
電灯料   ／100   

器具等   ／100   

利用条件等 

 
 


